
ゴールデンウィーク安全推進活動の実施について

テーマ ： 海で安全に楽しく遊ぶために ～大切な命を自分で守る～

【自己救命策三つの基本】
① ライフジャケットの常時着用→浮力の確保
② 防水パック入り携帯電話等の連絡手段の確保 →速やかな救助要請
③ 海上保安庁への緊急通報用番号「１１８番」の有効活用→海の事件・事故は１１８番

・ プレジャーボート等の乗船者に対し、ライフジャケットの常時着用等、小型船舶操縦者の
遵守事項に係る安全指導

・ 釣り愛好者に対し、不意の海中転落に備えたライフジャケットの常時着用、単独行動を
避けた釣行の指導

・ マリンレジャー安全情報の利用促進のための海上保安庁ホームページ等の周知
・ 自己救命策確保状況（ライフジャケット着用率等）について調査

２ プレジャーボート等に対する積極的指導・取締り
・ 洋上のプレジャーボート等へ赴いて安全指導、立入検査を実施
・ 船舶検査の受検及び操縦免許証受有の有無について確認

[重点事項]
１ 自己救命策確保の推進

今治海上保安部では、マリンレジャー活動が特に活発となるゴールデンウィーク
から夏季における、マリンレジャー事故に伴う死者・行方不明者の減少を図るため、
ゴールデンウィーク及び夏季期間におけるマリンレジャー集中安全推進活動を、ま
た、小型船舶の海難防止及び無検査運航等悪質な犯罪の防止の観点からプレ
ジャーボート等に対する積極的指導・取締りをそれぞれ次のとおり実施します。

[期 間]
１ マリンレジャー集中安全推進活動期間
（１） ゴールデンウィーク安全推進期間（以下ＧＷ期間）

平成23年4月29日（金）～ 同年5月8日(日）までの間
（２） 夏季安全推進期間（以下夏季期間）

平成23年7月1日（金）～ 同年8月31日(水）までの間

２ プレジャーボート等に対する積極的指導・取締り期間
ＧＷ期間及び夏季期間

今 治 海 上 保 安 部



今治海上保安部管区内における人身事故発生状況（過去5年間）

１ マリンレジャー中の海浜事故
平成22年においては、16名の方がマリンレジャー中に海浜事故にあ
い、うち1名の方が亡くなられています。

２ 亡くなられた方たちの活動内容をみてみると、釣り中と遊泳中が大
部分を占めていることがわかります。
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